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新型コロナウイルス感染症対策における国の緊急事態宣言発令期間中の対応について 

【令和３年（２０２１年）８月 26日現在の判断】 

 
日頃より、本校の教育活動に対するご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。 

現在、八王子市内においても小・中学生を含む若年層の新型コロナウイルス感染症の新規感染者が増加しています。

しかし、個人の基本的な感染予防対策は、変異株であっても、マスクの適切な着用、手洗いなどが有効とされており、

このことはデルタ株についても同様です。 

新学期を迎えるに当たり、以下のように新型コロナウイルス感染症対策を行っていくことといたしました。ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

記 

 

１ 学校の教育活動について 

お子様が登校する場合でも、登校できない場合でも、２学期の学習に取り組めるよう、次のように教育活動を実

施します。 

（１） 登校する場合 

  ◎学校はこれまでよりも一層厳重に感染症対策を徹底した上で教育活動を実施してまいります。 

  ◎基本的な考え方は、「ウィルスを持ち込ませない、広がらせない、持ち帰らせない」です。 

○健康観察の徹底（8：00～8：15）【持ち込ませない】 

 ・教職員が各昇降口の前で健康観察をし、健康状態が認められた児童から校舎内に入るようにします。 

 ・発熱等の症状が見られた場合は、ご家庭に連絡し早退していただきます。 ⇒「（２）登校できない場合」へ 

○換気、手洗い、マスクの着用、三密を避ける【広げさせない、持ち帰らせない】 

・全校児童が一堂に会す集会は実施しない（オンラインの活用） 

 ・休み時間の校庭使用は、低学年の時間と高学年の時間に分けて行う。 

 

（２） 登校できない場合 

感染症不安による出席停止を含め、やむを得ず学校に登校できない児童・生徒に対して、９月６日から９月１２

日までを目途に（※準備ができ次第）、授業のオンライン配信、Google meet等の活用により学習に著しい遅れが生

じることのないように配慮します。感染症不安により登校できない場合でも、欠席とはいたしません。なお、その際

でも希望される場合は給食を提供しますので、その旨を含めて学校への連絡をお願いします。 

  

２ 家庭内で気を付けていただきたいこと 

（１）基本的な感染症予防策の徹底 

○健康観察の徹底 

・発熱や倦怠感、喉の違和感などの風邪症状があり、普段と体調が少しでも異なる場合には、自宅での休養をお願

いします。 

○マスク着用、せきエチケット、手洗い、手指の消毒等の仕方をお子様と確認していただければと存じます。 

（２）児童・生徒が陽性者・濃厚接触者になった場合の対応 

児童・生徒が陽性・濃厚接触となった場合は、学校へ必ず連絡してください。 

※上記の対応は、８月２６日（木）現在のものであり、感染拡大の状況により 

変更になる場合があります。                     

※特に見ていただきたい個所を赤くしてあります。  
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